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飛騨地域ランドオペレーター等商談会・ファムトリップ業務委託 一般競争入札公告 

 

 飛騨地域観光協議会が発注する業務委託について、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号。以下「令」

という。）第 167条の６の規定により公告する。 

 

令和８年５月２２日 

飛騨地域観光協議会長 飛騨市長 都竹 淳也 

 

記 

１ 入札対象 

（１）件  名 飛騨地域ランドオペレーター等商談会・ファムトリップ業務委託 

（２）業務場所 飛騨地域各市村地内（高山市・下呂市・飛騨市・白川村） 

（３）数量及び仕様 １式 別紙「仕様書」のとおり 

（４）契約期間 契約締結日～令和９年２月２６日 

（５）予定価格 【非公表】 

（６）入札保証金・契約保証金・前払金・部分払 【無】 

（７）入札額の内訳書の提出の有無 【無】 

（８）契約書作成の要否 【要】 

 

２ 本入札に参加できる者の条件（全てを満たすこと） 

（１）令第 167条の４の規定に該当しない者。 

（２）競争入札参加資格確認申請書の提出期限までに、飛騨市、高山市、下呂市、白川村または岐阜県のい

ずれかの自治体で入札参加資格名簿に登載されている者であること。 

（３）競争入札参加資格確認申請期限日から開札日までの間に、飛騨市、高山市、下呂市、白川村及び岐阜

県においていずれの自治体からも入札参加資格停止措置を受けていないこと。 

（４）旅行業法における第１種旅行業者又は第２種旅行業者の登録を受けた者であること。 

 

３ 入札説明書の交付期間及び交付場所 

  ア 交付期間 本告示日～令和８年６月２日（火） 

  イ 交付場所 飛騨市、高山市、下呂市、白川村、岐阜県の各ホームページ 

 

４ 質疑・回答に関する事項 

 仕様書内容等に質疑がある者は、質疑書（ホームページ掲載様式）を電子メールにて提出すること。 

  提出先 電子メール kanko@city.hida.lg.jp 

  ア 提出期限 令和８年５月２６日（火）午後４時 

  イ 回答期限 令和８年５月２７日（水）午後５時（ホームページ掲載） 

  注：・質疑書提出後は送信確認のため、必ず電話にて連絡すること。 

     （飛騨地域観光協議会事務局（飛騨市役所まちづくり観光課）電話 0577-73-7463) 

    ・質疑の内容により、公平性を保てない場合には、回答しないことがある。 

    ・質疑に対する回答は、仕様書等の追加または修正事項とみなす。 

 

５ 入札参加資格の確認及び入札書の提出 

（１）入札参加希望者は、次の書類を持参又は郵送（一般書留又は簡易書留に限る。）にて提出しなければ

ならない。（様式等はホームページ掲載） 

  ア 提出書類 

 書類名 特記事項 

１ 競争入札参加資格確認申請書  

２ 封書にした入札書 入札書には「消費税及び地方消費税を除いた金額」「開札日」

「入札者氏名」を記入、押印すること。 

入札書は、封筒に入れ、封筒に「入札者氏名」「入札書在中」

を記載し、糊付け箇所すべてに封印すること。 

３ 旅行業法に基づく「旅行業」の

登録をしていることを証明す

る書類 

本公告第２条（４）の条件を示すもの（写し可） 

４ 委任状（該当者のみ）） 入札に代理人が参加する場合 
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  イ 提出方法・提出期限 

    提出期限 令和８年６月２日（火）午後５時まで 

    提 出 先 〒509-4292 飛騨市古川町本町 2番 22号 

飛騨市役所本庁舎１階 飛騨市役所まちづくり観光課（飛騨地域観光協議会事務局） 

※郵送で提出する場合は、一般書留又は簡易書留に限る。また郵送封筒に「入札参加資

格確認申請書・入札封筒在中」と記載すること。 

（２）入札参加資格の確認結果は、令和８年６月３日（水）までに申請者宛に電子メールにて通知する。 

（３）提出書類を期限までに到着しない者、又は競争入札参加資格が無いと認められた者は、本入札に参加

することができない。また、期限までに到着しなかった入札書は無効とする。 

 

６ 開札に関する事項 

（１）開札の日時及び場所 

   日時 令和８年６月４日（木）午後１時１０分 

   場所 飛騨市役所本庁舎１階 第２ミーティングルーム 

      ※入札へ立会いされる方は、飛騨市役所本庁舎１階まちづくり観光課へお越しください。入札

会場へご案内します。 

（２）開札は、立会いを希望する入札者又はその代理人（委任状必要）を立ち会わせて行う。ただし、立ち

会わないときは、令第 167条の８第１項の規定により、当該入札事務に関係の無い飛騨市職員が立ち会

うものとする。 

（３）予定価格の制限の範囲内で入札額の最低価格者を落札者とする。 

（４）最低価格者が２者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。この場合において、入札者又はそ

の代理人の立会いが無いときは、令第 167条の９の規定により、当該入札事務に関係の無い飛騨市職員

が入札者に代わってくじを引くものとする。 

（５）入札回数は、再度入札を含めて２回限りとする。再度入札を行う場合は、入札参加資格者に入札書の

提出期限等を通知する。ただし、１回目の入札で辞退又は失格した者には通知しない。 

  

７ その他 

（１）入札及び契約の手続きにおいて使用する言語・通貨は、日本語・日本国通貨に限る。 

（２）申請書等の作成・提出、入札書の作成・提出にかかる費用は、申請者の負担とする。 

（３）本公告に示した入札に参加する資格のない者及び競争入札参加資格確認において虚偽の申請を行った

者のした入札並びに次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ① 入札者の資格を有しない者が入札をしたとき。 

  ② 入札保証金を免除した場合を除き、定められた額の入札保証金が納付されていないとき。 

  ③ 入札書に記名押印のないとき、又は記載内容が明らかでないとき。 

  ④ 入札事項を表示せず、又は一定の金額をもって価格を表示しないとき。 

  ⑤ 入札者が同一事項に対し、2以上の入札をしたとき。 

  ⑥ 入札者が他人の代理をし、又は代理人が他人の代理を兼ねたとき。 

  ⑦ 入札に関し、連合等の不正行為があったとき。 

  ⑧ 前各号のほか、契約担当者があらかじめ指定した事項に違反したとき。 

（４）天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことが出来ないときは、これを中止する。

この中止による損害は、入札者の負担とする。 

（５）談合情報があった場合は、談合の事実の有無に関わらず、その全てを公表することがある。また、談

合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無に関わらず、契約を締結しないことがある。 

（６）落札者は、落札の通知を受けた日から、原則として１週間以内に契約を締結しなければ、その落札は

無効とする。 

（７）その他、本入札執行については、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、令、飛騨市契約規則（平成

16年規則第 56号）及び飛騨市入札心得（飛騨市ホームページ掲載）に準ずる。 

 

８ 問い合わせ先 

  飛騨地域観光協議会事務局（飛騨市役所まちづくり観光課） 

  〒509-4292 飛騨市古川町本町２番 22号 

  電話 0577-73-7463  電子メール kanko@city.hida.lg.jp 
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 【入札用封筒】（例） 

          (表) 

 

 

 

 

           (裏) 

 

 

 

 

 

郵便の場合   

 郵便封筒に５（１）アの提出書類を入れてください。 

 

 【郵便封筒】（例） 

           

 

 

 

 
 

 

（一般書留又は簡易書留で郵送してください。） 

 

件名 飛騨地域ランドオペレーター等商談会・ファムトリップ業務委託 

     入札書在中 

           氏名    ㊞ 

   

   ㊞      ㊞          ㊞ 

 

     〒５０９－４２９２ 

     飛騨市古川町本町２－２２ 

     飛騨地域観光協議会事務局 

     飛騨市役所 まちづくり観光課 御中 
 

入札参加資格確認申請書・入札封筒在中 

切手 

書留 


